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当該事業における調査範囲について
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論点１：木くずの範囲

（出典）環境省 災害廃棄物の種類
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その他の木くずも当該事業の対象範囲とするのか。



論点２：利用先の範囲
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利用先として、
エネルギー利用
だけでなく、
マテリアル利用
についても検討
を行うのか

（出典）環境省 災害発生時における廃棄物の注意点



論点３：調査対象範囲
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（出典）環境省 災害発生時における廃棄物の注意点

当該調査は、どこまで
の範囲を調査・整理す
べきか。
・自治体
・産廃業者
・輸送業者
・処理施設 etc...


